
年末調整・税の申告の準備はお早めに
　年末調整の時期が近づいてきました。来年２月には
所得税や住民税の申告受付も始まります。これらに必
要な書類の中には、発行に時間がかかるものもありま
すので、準備は早めに済ませておきましょう。

会社に勤めている方へ

■扶養親族の確認をしましょう

　控除の対象となる扶養親族は、16歳以上（平成29
　年12月31日現在）で年間の所得金額が38万円以下
　の方です。扶養につける方の所得を確認し、年末ま
　でにその人数が変わる場合は勤務先に提出済みの
「給与所得者の扶養控除申告書」を訂正してください。

▽ 16歳未満の扶養親族の「給与所得者の扶養控除申告書」

　への記載について
　16歳未満の扶養親族がいる方については、「給与所
　得者の扶養控除申告書」の「住民税に関する事項」
　欄（図１参照）に扶養親族の氏名等を記入してくださ
　い。住民税の計算上、記入漏れがあると税額が正し
　く計算されない場合がありますのでご留意ください。
　また、各種助成・手当等の算定にも利用することが
　あります。

▽同じ人を２人で扶養親族とすることはできません　
　子ども１人を両親のそれぞれが扶養につけるなど、
　重複することのないようご注意ください。
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税務出納課からのお知らせ￥
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 注 意
　督促状発送後も納付がない状態が続き
ますと、必要に応じて財産調査などを実
施し、差押えに進みます。差押え財産は
当方で決定し、事前の連絡はありません。
差押えた給与・預金・保険等は（保険は
解約のうえ）未納の税金に充当されます。
動産・不動産は公売により換価のうえ、
同じく未納の税金に充てられます。

※納期限を一定期間以上経過しますと延滞

　金が発生し、さらに納付額が増加します。

　お手元の納付書をご確認いただき、納期

　限が過ぎているものがありましたら早急

　に納付いただきますようお願いします。

CAUTION！

控除証明書を準備しましょう

以下の保険料控除を受ける場合は、証明書等を添付し
なければなりません。お早めにご準備ください。
・生命保険料控除

・地震保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除（個人型確定拠出年金含む）

・社会保険料控除（社会保険料、国民年金保険料等）

【問い合わせ】
税務出納課町民税係　☎85-6132（直通）
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16歳未満（平成14年１月２日以降

に生まれた人）の扶養親族がいる方

は、この申告書の最下部にある「住

民税に関する事項」欄に、定められ

た項目を必ず記入してください。

（図１）
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